
副詞規定の諸問題について

十 河 健

何かある事柄を表現しようとする場合，人間は必ずといっていいほど言

語を用いる．言語は人間ー一生物学ではヒト (homosapiens)一だけ

が所有し得るものと言ってもいいだろう．確かに伝達行為という広義の解

釈からすると，ヒト以外の生物にも様様な様式手段による伝達の現象が見

られる．しかし同じ発声器官を用いるとはいえ，やはりサルとヒトとでは

たとえその使い方 1点に絞ってみても，発達の段階的差異を認めないわけ

にはいかない．言語はやはり人間独特の伝達手段であり，また知能の発達

との関連から，言語の研究が精神科学の色合いを帯びる可能性もまた見ら

れるのである．仮に言語の定義をめぐって，他の生物にも言語が認められ

るという見解があったとしても，それはヒトの動物界の最高位を自認した

上での一種の高踏的な意見といえるかもしれない．

「語」はそれ 1個だけでもある事柄を表現し得，伝える力を持ってい

る．これが語を「最小の表現体」1と言い表わすゆえんである． しかし 1語

で事が片付く場合は数えるほどしかなく，大抵の場合は 2語以上を使用し

なくてはならないし，これがまたごく一般的なのである．

伝達・表現のレベルに問題が達した時に，語はそれ自体の意味を失うこ

となく，機能の分担を行なわなくてはならない．つまりいわゆる「文」を

形成するための準備作業と言えるのである．仮に日常にごく頻繁に観察さ

れる言語現象に目を止めるだけで，下り調子になったり，上がり調子に終

ったり，またある程度の「休み」が現われたりするのが普通に見られる．
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発話はしたがってその場面，場面で話す者と聞き手との間で一つの全体的

構成を成し，それぞれの構成体の間には共通点こそ多かれ少なかれ認めら

れはするものの，所詮はどれ一つとして瓜二つの構成体などは見つからな

いのである．

今ここで，例えば，語を一つの細胞と考えてみたときには話が容易にな

るであろう．細胞は集合して一つの組織を造る．その組織が集合して1個

の器官を造る．その器官が集合して1個の生物体を造る．およそ言語を1

個の生物体と見なすときには，細胞を1個の語と見なすに至るまでの過程

は理路整然としてくる．文を組織と考えれば，句（語群）を一つの器官と

考えることができる．

爾来， 「語」及び「文」の正体あるいは本質を究明する努力が幾多の論

文・著作物となって現われてきたのであり，その数は測り知れない． 「語」

及び「文」は,,Wort", ,,Satz:<とそれぞれに日本語．ドイツ語の両言語に

あっても，その表現は非常に簡単である．それだけにこれらの本質の探究

が困難を極めるというのは，一種逆説的にうなずけるのである．

したがってこの論文でもその両概念の解明を眼目に置くのではないが，

少しばかりの言及は許されよう．

先ほどの細胞の比愉は，あるいは言語を有機体と見るフンポルト (Wil-

helmvonHumboldt)一ヴァイスゲルバー(LeoWeisgerber)とい

う，現代に脈々と続く言語研究理論の一潮流の基本的要素の一つとも，見

ることができるかもしれない．

ところで，純粋に言語学的に「語」に与えられる定義としては，その幾

つかを挙げることができる．エルベン(JohannesErben)の言うように，

｢文の機能をもつ音象徴」(satzfahigesLautsymbol)と言うことができ，

この場合には， 「現実の一部を意味する」資格を持つのである2．

このエルベンは，ユング(WalterJung)によると「語」を話が成立す

る際に使用される言語の最小の基本的単位と認めているが,更に,ユング自

’
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身では,｢語｣とは？に答えるためには,語のすべてを念頭に置いた上で全体

的視野から語の排列と機能とに同時に留意する点が確認されるのである3．

ユングの見解はなるほど方法論としてもそつのない方法であろう．それ

故に「語」を目標に置いたときに果さねばならない課題の解決は一日にし

て成る類のものではなかろう． 「語」について僅かに言及したのは均衡を

保つためである．すなわち「文」についても若干の言及がある．

ユングはその文法書,,Gγα”"､α娩伽γ晩"ｵsc"g〃助γαc〃‘の冒頭にこ

の文法書に対する，またこれがユングの言語そのものに対する基本的考え

方を如実に表わしていようが，見解を明らかにしている．すなわち，語が

話の全体から出て来るのであって，その逆はあり得ないとするのである．

これは取りも直さずフンポルトの考え方に通ずるのである4．

この見解は実践的だと思われる． というのは言語であれ，またこれとは

全く無関係の分野，例えばスポーツの世界であっても，実践から法則や理

論が生ずる， というのを共通した原理だとすれば，言語に対するこれ以上

の基本的態度はないと思われるからである．そして確立された法則や原理

に体系性を持たせるのが学問の課題である．

ユングは常に実際の発話を念頭に置く． これは外的・内的にそれなりの

条件が整ったときに実行されるのであって， これを「表現」と呼ぶことが

できる． したがって「文」とはユングにとっては， 「内容的にも，文法的

にも，音韻の点でも， 1個のまとまりのある全体｣5であり， 「思考の大き

な関連体系の中の意味の単位体である｣6という解釈が可能となる．

このような「文」は実に様様な語から成立するのである． シンタクスの

問題では，テニエール(LucienTesniere)があげた研究成果はシンタク

スの結合価理論の進展であるとされている． この考え方は文を単位として

そのシンタクス的分析を出発点とし，ヘーリンガー(HansJtirgenHe-

ringer)によって「文の中心点を造るのが述語であり， これにその他すべ

ての総合体(Syntagma)が左右されるのである」と言われている7．
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今回はその種々認められる総合体の中で， いわゆる「副詞規定」 (,,Ad-

verbialbestimmung“)に焦点を当てて，とりわけ幾つかの文法書の記述

をより所として，これらの書物のその取り扱い方に着目し，考察を試みた

いのである．

,,Adverbialbestimmung“ という呼称については今日なお不安定な面が

ある．このことは取りも直さず，この名称の内容に対するその他の様様な

表現方法が認められるという事態からも容易に想像がつく． Adverbial-

bestimmungは「状況語」 (,,Adverbiale“)と同義で用いられ，その形

式は多様である．あるときは一つの語，あるときは句（語群）であったり，

あるときは文の形態を取る．したがって副詞規定とされる語の品詞はいわ

ゆる副詞は勿論のこと，名詞・形容詞・動詞までが使用されるのである．

例えば Katstand vorsichtig auf8 ; Der ganze Block war erst am 

Vortag bezogen worden. (H. W. S. 6) ; Und noch nie hatte jemand 

angeklopft, wenn sie allein im Zimmer war. (H. W. S. 88)の如くであ

る．このようにして様様な形式で，また様々な意味内容で現われてくる一

連の語・語群に対して，今回のテーマに使われる「副詞規定」は勿論のこ

と，「副詞」 (,,Umstandswort‘‘)や「修飾語」 (,,Modifikation‘‘) という

言い方がある． しかし後者二つでは「状況語」 という言い方ほどには意

味が明確でない，． その他「状態語」 (,,LagegroBe“) とか「状態記述」

(,,Lageangabe“) とかいったような言い方は，「副詞規定詞」 (,,Um-

standsbestimmung“) という表現に比べて，遠く及ばない言い方である

と言われている"•

確かにユングが言うように，「生物と事物・振る舞い・出来事及び状態，

これらの事柄だけが我々の生活の実際を表わすのではない．これらの間を

司る様様の関係ーー場所・時間・原因などの種類―-―それに広い意味での

色々な事物及び出来事の性質の相違が分かる．副詞規定はこのような事柄
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の関係を言い表わすことができるのである」11.

しかし，呼称の多様さの結果はその因を内に求めることができる．大抵

の文法では不明瞭に，また容認されないこともよくあるが，副詞規定を定

義するのに基準の多種多様さを利用する．つまり意味論の立場では，共通

の特性を取り出すことはできず，相変わらずどの文法書にあっても，細分

化を余儀なくされている．すなわち副詞規定は「場所の規定語」 (,,Lokal-

bestimmung“)，「時間の規定語」 (,,Temporalbestimmung"),「原因の規

定語」 (,,Kausalbestimmung‘‘)と細分化されたり庄副詞規定が二分化

されて「状況補足語」 (,,Umstandserganzung“)と「任意の状況記述語」

(,,freie Umstandsangabe‘‘)とされるドゥーデンの文法では，「場所の記

述語」 (,,Raumangaben"),「時間の記述語」 (,,Zeitangaben"),「根拠の

記述語」 (,,Begriindungsangaben‘‘)となっており丸更に原典として珍

しいところでは， ドイツ民主共和国の教科書，，Muttersprache"の総合技術

学校の上級課程七年生用には，「文法」の部で「副詞規定」の項目がある14・

紹介してみれば：

1. 時間の副詞規定はある出来事の時点・継続，あるいは頻度を記述す

る．

2. 場所の副詞規定はある出来事の場所，あるいは方向を表現する．

3. 様式の副詞規定はある出来事の様式をいう．

4. 理由の副詞規定はある出来事の理由や原因を記述する．

（番号は筆者による．なお，各項目の具体的説明は省略．）

またヘルビヒープッシャ (Gerhard Helbig-Joachim Buscha)の

文法書では更に細かく分類される．つまり「時間の規定語」，「場所の規定

語」，「様態の規定語」 (,,Modalbestimmung"),「原因の規定語」，そして

更にこの原因の規定語が「狭義の原因の規定語」 (,,Kausalbestimmugin 

engerem Sinne‘‘),「条件の規定語」(,,Konditionalbestimmung“)，「譲歩

の規定語」(,,Konzessivbestimmung"),「結果の規定語」(,,Konsekutivbe-
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stimmung"),「目的の規定語｣(,,Finalbestimmung,,)と細分化される15.

もっともこの点ではユングの文法書もヘルビヒーブッシャの後塵を拝する

ものではなく，原因の規定語では後者に共通する点は当然ながら確認でき

る．

次に,,Gγ""""g℃“を見てみる．

,,Gγ""虎"9℃“では副詞規定を「残り物の集まり」とする．主語でもな

く， 目的語でもなくまた述語のようなものでもない文成分を副詞規定の範

晴に入れ，十把一からげにするのである'6． しかしこのような大まかな取

り扱かい方から副詞規定のあいまいな点が扱われるならば，また千篇一律

の如く副詞規定の下位分類を既述のように－多少の差こそあれ－4

種， 5種あるいはそれ以上の類別化で済ますのを潔しとしないのならば，

,,Gγ""c"ge"のような，ヴァレンツの概念から動詞との，すべてではない

にしても，つながり方を見るのは一つの方法と言えよう．だがこのヴァレ

ンツの理論は各分野に応用できるし， さらにへルビヒーブッシャの文法書

でも補足的ながらも怠りなく言及されている．

"Gγ""""gF"では大抵の文法書の行なう下位分類に先行あるいは並行す

る分類として，加うるに，副詞規定が文成分の価値を持つという点を考

慮して， 1）義務的に副詞規定が求められる場合(valenznotwendiges

Satzglied), 2)随意的に副詞規定が使われる場合(nichtvalenznot-

wendigesSatzglied), 3)副詞規定がなくとも差し支えのない場合

(valenzunabhangigesあるいはvalenzfreiesSatzglied)の3種が

案出され，それぞれにI 。Ⅱ。Ⅲの番号が付記されて個別化がなされてい

る'7．

例えば, OnkelJonassitztaufdemBalkon. (H.W.S. 10)では，

aufdemBalkonが主語に直接関連する．そしてこの発話で言われると

ころはOnkelJonasがBalkonで腰を掛けている状態であり,Onkel

JonasbefindetsichinsitzenderWeiseaufdemBalkon.と書き換え
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てみれば，主語とBalkonとの関係がよりはっきりとしてくる．発話者に

してみればsitzenはOnkelJonasに関連するが,befindenは発話者自

身の観察力に関連する．

このように場所の規定語は, ,,Gγ""""gF6<では副詞規定Iに属するとさ

れる．

また, IndiesemAugenblicksaherdasGesichtinderOffnung

zumNebenbalkon. (H.W.S.42)では,dasGesichtに対する場所の

規定語としてinderOffnungzumNebenbalkonという語句が用意さ

れている． これはIndiesemAugenblicksaherdasGesicht．とDas

GesichtwarinderOffnungzumNebenbalkon.という二つの文の合

成の結果である． この合成作業を可能とする条件は，後者の文の動詞が満

たされるべき空位を持ち，それが場所の規定語によって埋められること，

前者の文では目的語である語が後者の文では主語であること．前者で使用

される他動詞が出来事を表わし，潜在的に場所の規定が可能である， とい

う諸点が指摘される'8．

へルビヒーブッシャ及び,,Gγ""dZ"g℃“の説明のように，場所の規定語

がなくてはならない動詞は,wohnen, sichbefinden, sichaufhalten,

iibernachten, sitzen, stehen, liegenなどの語である19.例えばEr

wohnt.では非文だが,ErwohntinBerlin.では文が成立するのである．

反面，一定の動詞が規定語の種類によって様様に要求関係が変わる場合

がある．例えばstehenは場所の規定語を必要とし(valenznotwendig),

方向の規定語とは関連がなく (valenzunm6glich),様態の規定語を必要

とすることも可能である(nicht-valenznotwendig).一方gehenは方向

の規定語を必要とし，場所及び様態の規定語を求めることもできる．

場所の規定語として基本的には認められても，特に生物体の行動を表現

する際に必ずしも一つの要素だけでは処理が十分にできない場合もある．

つまり時間的要素が明らかに認められると解釈できる表現方法がある．
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Zu Hause wenigstens erwarte ich, daB sich die Leute einigermaBen 

normal auffuhren. CH. W. S. 65)では次のように文の意味内容を変え

ずに書き換えるのが可能である． Wenn ich zu Hause bin, erwarte ich 

wenigstens, daB sich die Leute einigermaBen normal auffiihren. 

方向の規定語は「全く異なった出来事や結果を場所・時間や原因の面か

ら整理することができる．すなわちこのような出来事や結果を言い表わす

動詞を，これに対応する副詞規定を用いて補足することができる．しかし

ある目的・事の出発点または媒体に出来事を関連させるということは，動

きを表わす動詞によって表わされ，そしてある対象物の物理的な移動（運

動），もしくは例えば， zeigen,blickenのようないわゆる方向を言い表わ

す動詞によって表わされる抽象的な性質の動きである，という特別な出来

事である点が不可欠である．

他方，ある対象物の動きは，例えば irgendwohinのような形で非常に

細かくは言い表わされないままであっても，動きの方向をいう記述語を伴

ぅ．動きを位置の点で完全に整理するために，その動きの始まった地点，

通過する地点をさらに追加することができる四」

方向の規定語を必要とする動詞—すなわち副詞規定 I として―は

setzen, stellen, legen, fahren, werfen, fiihren, weisenなどである．

このうち fahrenについて言えば，このように，，Grundzuge"では目的

地の記述は欠かせぬものとなっている (valenznotwendig)が生一方ド

ゥーデンの文法では随意的なあるいは準義務的な (fakultativ)文成分と

して扱われ22, これはヘルビヒーブッシャでも同様である生 すなわち

Der Zug fahrt nach Munchen.に対して，勿論 DerZug fahrt.も非

文とは言えないのである．が一方，，Grundzuge"では Petrafuhr von 

Berlin nach Leipzig.に対して， Petrafuhr von Berlin.を非文として

いる24• 

このように副詞規定 Iとは動詞にとって必ず必要な文成分 (valenz-
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notwendiges Satzglied)とされる場合がある．これは動詞から見れば，

その動詞には「副詞規定 Iに占められるべき空位がある．そして動詞のヴ

ァレンツの必要性に基づいて副詞規定 Iを下位分類化するための基準が存

在する．これは余計な，不必要な副詞規定の分類には見られない．当該の

動詞は特定の下位分類の一つの副詞規定による補足語が必要なのであっ

て，何でも良いから一つの副詞規定的補足語が必要というのではないので

ある．」25

概念規定の面からもっと詳しく求めれば，副詞規定 Iに関連して使われ

る「動詞にとって必要な」 (valenznotwendig) についてはここで次のよ

うな説明を挙げておきたい．すなわち

「文の意味の解釈に関連し，そして通例シンタクス的にも関連性のある 1

個の空位を持つ限りにおいて，語句が動詞の前後の脈絡として求められる

ときには，その特定の文成分機能を持語群は動詞についてヴァレンツが必

要である町

というものである．それ故に DerVortrag dauert zwei Stunden.とい

う文から zweiStundenを除いた DerVortrag dauert. は非文である

という説明より庄 副詞規定 Iと義務的な副詞規定 (obligatorischeAd-

verbialbestimmung)とが，削除できないという点で同等の価値を持つ

と言える．

なおこのような点から副詞規定が文意に必要なものならば，それを「副

詞規定的補足語」(,,adverbialeErganzung“)，あるいはラーン CF.Rahn) 

に従えば，「状況補足語」といわれるのである28• 

しかし副詞規定 Iと義務的な副詞規定との内容という点では，すべての

動詞に対してというわけでは勿論ないが，場所・時間・様態の規定語が

obligatorisch，つまり不可欠の規定語と説明されるのに，一方，，Grundzuge"

では上述の如く場所と方向の規定語が数えられるだけである．

副詞規定IIでは特に道具の規定語が記述され，そこに並並ならぬ自負が
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行間から読み取れるように思われる．すなわち，

「この道具を使っての実例でこそ，意味論を基礎にして求めた副詞規定の

分類を設ける場合に一般に知れ渡っている不明瞭な点を指摘したのであ

る．種種の文法ではこの道具を表わす語がいろいろに説明される．つまり

一部では独立した分類として，一部は原因の下位分類として及び様態の下

位分類としてである．言語学上もっと重要な論証といえば，それは多分

に，あらゆる様態の部分分類と道具を表すものが，その他の副詞規定の特

性から区別されている，そしてこの2種の副詞規定は出来事や状態を言い

表わす動詞を修飾し，意味論上の構成体の中で一番重要な述語に相当す

る， ということであろう.｣29

ユングの文法書でも道具の規定語の記述がなされている．ユングでは様

態の規定語の中で「手段と道具」の項目に関連して， また原因の規定語の

場合にも「道具の規定語」について述べられている．そこではDerBerg-

mannarbeitetmitderSchrammaschine.及びDurchseineWach-

samkeitverhindertergr66erenSchaden.などの用法が例示される30.

道具の規定語が様態の規定語と浅からぬ間柄にあることは, ,,Gγ""""gEq.

も認めている．例えば, Erstklopfteerganzleise,schlieBlichaber

mitderFaustandieTiir.でmitderFaustを様態の記述とも，道

具の記述語とも理解できるという二つの可能性を示唆している31．

ドゥーデンの文法では原因の記述語の下位分類として，手段・道具を言

い表わす項目が与えられている． へルビヒーブッシャでは， 「道具の規定

語」という表現そのものは見当たらぬようだが，様態の規定語の一部とさ

れているようである32．

wieまたはwieviel,wiesehr,wieoftなどのwieを使った問いに

対して答えとなるような語法は様態の規定語である．

"Gγ""虎禽解“及びユングでは勿論「副詞」についても「様態」に関する

記述は見られ，前者では「不変化類」 (,,UnHektierbare@4)の項目の一つ
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に，後者では「形容詞と副詞」という項目の中で論述されている．様態の

規定語の記述は, ,,Gγ""伽j砿“では「語群の構成」の1項目の説明に過

ぎない．そしてユングの場合も「文成分」の項目の一つがそれに当てら

れている． これらの共通性に対して， ドゥーデンの文法では， 不変化詞

(Partikeln)の中の様態の副詞の項目で詳細な説明が得られるのは対照的

と言えよう． 「様態」 という概念そのものの細かな用法を「様態の副詞｣

の説明，場合によっては前置詞の「様態表現」に求めなくてはならないよ

うである． なお， へルビヒーブッシャでは「様態語」 (,,Modalwort")

についてとりわけ40個程度の語が類別される．その約40個の語が識別され

得る根拠を，決定疑問文に対する答えとなり得る点，発話者による出来事

の主観的評価を表わす点（この2点は発話者の見解表明という点で基本的

につながる)，一つの語に付加語的に使われても，潜在的な文とされ得る

という点に求めるのである33.例えば, IchgebdirdasGeldselbstver-

standlichzuriick. (H.W.S. 132%4はIchgebdirdasGeldzUriiCk.

とDasistselbstverstandlich． との合成と考えることができる． この点

はエルベンにおいても， 「言う事柄の確実さの程度（確実性／不確実性）

を表わし，言われた出来事の様様に判断を下された現実に関連して使われ

る｣35という論証がある．

副詞の下位分類の一つとしているのが,,Gγ""dZ"ge"である36．そこでは

文相当詞という点からすると共同の構成子と言うべきである．決定疑問文

の答えとして使えるという点はヘルビヒーブッシャを共通とするが全体

的に見て， この概念に対する確認は物足らないと言えるようである． 「様

態」(,,Modal$$)という表現は，発話者の主観的判断，態度などに関連す

る場合は，例えば,,Modalwort:｡のように， そしてまたDerTischist

ausEichenholz.のように客観的な事柄（素材）を表現する, ,,Modal-

bestimmungq@のようにも使用される．語の同一性から，様態の規定語

(Modalbestimmung)の,,Modal@@と意味内容の点で混乱しないようにす
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べきである．加えて, ,,Gγ""dz"ge"ではこの様態の規定語という表現が，

ゴシック体で1個所見え37,索引にこの語が見当たらないというのは，あ

るいは"Modalwort"という語の存在が間接的に影響を与えているのかも

しれない．

この文法書ではしたがってその他の文法書に見られる様態の記述の項目

に相当する解説では， 「様式の記述語」 ("Artangabe")と「数量の記述

語」 (,,MaBangabe")との二つに分類される．様式の記述語一ドゥーデ

ンの文法にもこの表現が見られる－とされるのは, taglich,wenigな

どのごく僅かの例外があるにしろ，副詞的に使用した形容詞が専らであ

る．

そして， このように様態語の場を設けるヘルビヒーブッシャであるが，

様態の規定語はやはり例えばユングなどの文法書と意味内容が同一であ

る．用意された例文,Erverhaltsichruhig,DieSekretarinschreibt

schnell.では， それぞれruhigesVerhalten, schnellesSchreibenが

発話内容の要点である． ここで問題としてよいのは, ruhig,schnellが観

察者の主観的判断に基づいて，ほとんどの場合には使われるという点であ

る． したがってこれらは様式の記述語であると, ,,Gγ""庇"F“によって

判断できる38．ただ, ja,neinとは同様には使われないことから，いわゆ

る様態語とは区別される．

ユングでは「数量と値の記述」に39, ドウーデンの文法では様態の記述

語の下位分類の一つに40, へルビヒーブッシャでは形容詞の下位分類の数

詞の項で主として扱われる41，数量の規定表現は,,,Gγ""dz"g℃“では数量

の記述語の項目が与えられている．

副詞規定Ⅲでは， いわゆる「動詞に強制的に求められることがない」

(valenzunabhangig)副詞規定が論述される． その内容は主として時間

の記述に関連する．その時間の規定語には「時間の補足語」 (,,Zeitergan-

zung")とも， 「時間の記述語」とも別称される．時間の記述語はヘルビ
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ヒーブッシャ， ドゥーデンの文法及びエルベンで，時間の規定語はユン

グ, ,,Gγ""虎斑9℃",更にへルビヒーブッシャでも用いられている．

表現文に関連する時間の要素を取り上げれば，時制体系による時間表

現，時間に関連して用いられる副詞，それからここで扱われる時間の規定

語（そして既述の如く，場所の規定語）などと多様である．

時間の規定語は文肢文(Gliedsatz)に書き換えることができる．時間の

文肢文は主文と時間上のつながりを持つ．つまり文肢文に述べられている

出来事が主文中の出来事と同時に進行するか，前者が後者に先んずるか，

後者の後を行くかの3種である．例えば,Hierhabenwireinebeson-

dershinterhaltigeArt,denEhemannzuqua1en, dachteTaube,

wahrendermitUberwindungeinehalbeButterstulleaB. (H､W.

S. 154) (同時性),WemeramVorabendetwasgetrunkenhatte,

vertrugernurHagebuttentee.(H.W.S.154) (前時性),そしてEhe

erfriihsttickte,h6rteerNachrichten. (ユングによる) (後時性)． ド

ゥーデン文法では時間の記述語の項目は時間を表現する前置詞句の列挙に

終わっている． したがって上記3種の時間関係は，時間の接続詞(tempo-

raleKonjunktion)及び時間文の説明に譲るのである42.

,,Gγ""""g℃“では， 「時間本来」(,,eigentlicheTemporale#4), 「継続」

(,,Durative"), 「反復」 (,,Frequentative")の下位分類が設定される．

「時間本来」ではユングその他に共通して3様の時間関係が論じられ，特

に発話時間(Sprechzeit)と動詞の時制との関係が扱われる．

「発話時間は動詞の時制体系にも関連があり，それは時制表示形態素を

意味の上から解釈するための重要な関連点，あるいは少なくともその一つ

である．時制表示形態素などが多義的であるという理由から，重要な細か

な点をうんぬんできるということはなく，差し当たっては時間軸上の時制

詞を理解するために発話時間をこれとは相関的な0の点とするという考え

方を基盤にすえることが出来る. 0の点とはそれ自体が『現在』と理解ざ

－63－

』



れ得，それで軸の左方が当然『過去」と，右方が『未来」となる．」“図示

すれば：

゜
（過去） （現在） （未来）

具体的な文で検証するに当たり，考慮に入れるべきものは，ヘルビヒー

プッシャにより提言される「行為時間」 (,,Aktzeit"),「発話時間」，「観察

時間」 (,,Betrachtzeit,‘‘) であろう“•

例えば， Alssie den nachsten Balkon betreten hatte, richtete sie 

sich auf und sah den Mann dasitzen.（彼女が隣りのバルコニーヘ足

を踏み入れた時，彼女は身を起こして，男がそこに座っているのを見た）

(H. W.S. 6)では，文肢文は過去完了時制，主文は過去時制であるため，

文肢文の出来事の時制は主文のそれの時制に先んずる．したがって前時性

の表現様式である．ヘルビヒープッシャによると文肢文の観察時間は発話

時間と同時である．文肢文・主文と個別に独立させて考える場合，また仮

にこの文を， Beiihrem Betreten des nachsten Balkons richtete 

sie sich auf und sah den Mann dasitzen.とでも書き換えれば，発話

時間の扱いは過去時制の場合と同様である．しかし実際は文肢文と主文と

の3種の時間関係は相互に異なる．従属の接続詞 alsにはしたがって異な

る時間関連体系を連結する機能があると言えるが， alsによって一つの文

となったときに，その文の発話時間・観察時間にはどのように対処すれば

よいのかが浮かび上がって来ると思われる．ヘルビヒープッシャの説明か

ら図式化すれば：

文肢文 図ー1

動作時間1 発話時間 観察時間1
（隣のバルコニーヘ行く） （同時）
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主文 図ー2

動作時間2 観察時間2 発話時間

（同時）

（身を起してベラ
ンダの男をみる）

次に alsで連結された文についてであるが，この場合には発話はただの

1回限りである． そして新たに，，Grundzuge"に言われるのに従って発話

時間を 0の点， すなわち「現在」（勿論，絶対的な時間ではない）と仮定

すれば，

図ー3

゜動作時間1 動作時間2
：観察時間1l 
:観察時間2:
···········•······ 

発話時間

問題の文は成程発話行為は 1回限りだが，動作は 2回とられている．そ

して観察者と動作をとる者とが別人物だという点は重要である．したがっ

て観察時間は発話者の意のままになるし，発話をどのような時制で表現す

るかも一任されているのである．ここで仮に動作時間 1十動作時間 2＝動

作時間 3，観察時間 1十観察時間 2＝観察時間 3を考えると，

図ー4

゜
動作時間3 観察時間3 発話時間

（同時）

となって，これは，文肢文を時間の規定語に書き換えた文の時間関係の図

式化と一致する．ここで文の内容に立ち入ってみれば，主体が隣りのバル

コニーヘ入った時点とその隣のバルコニーにいる男を見た時点には，常識

的に考えても何秒かの時間差であろう．したがってこの二つの動作（身を
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起こして男を見るのは便宜上1動作と考える）を一つの動作現象と考える

ことができる． しかし1現象とされる動作現象ではあるが， 1語で表現す

ることは不可能である．そこで一部をまず，時間の規定語で表現し，残り

を動詞を使って表現するのが可能となってくる． この場合時間体系は簡単

な文のそれと同一である（図－2，図－4）．時間の規定語はただ添えら

れているにすぎない． ところがここでは時間の規定語は時間を表わす接続

詞を用いて副文（文肢文）に書き換えることができる. alsそのものには

具体的な時間差を表現する機能はないものの，観察者の目に相対的な動作

の前後関係が映じ，それをはっきりと表現しようという心理作用がある場

合には，時間の文肢文の形式が取られるのではないかと思われる．

このようなことから図－3をこのように描くのには無理はなかろう45．

図－5

0

動作時間3 観察時間3発話時間

（同時）

なお観察時間は他の二種の時間のいずれかに，時制によって比較的付随

的に処理されてしかるべきであろう．

時間に関連する表現内容は，今までのような，主として時点を言い表わ

す場合の他に，継続をいい表わす場合があるが， この,,Gγ""ぬ"℃“の概

念に相当する考え方は，ユングを初めエルベンやその他の文法書ではまと

めて記述されていないようである．

しかし，例えば

「漠然とした時間で長続きする出来事をその継続に限りをつけずに，そ

の出来事の開始・終了や結末を詳しく規定せずに言い表わし，原則的には

『中立の』（行動を個別化できない）動詞である｣46

のを「継続相」の動詞と規定するのは一般的である.DieRedaktions-

sekretarinhatteeineStundestummdagesessen. (H､W.S.323)
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のように状態の継続を表わす動詞が時間の継続の記述と共に使われること

もあり，例えば，…alshatteervierzigJahrelangfiireinMiBver-

standnisgelebtund…(H.W.S.317)のように，時間の継続の記述は

必ずしも明確にそして一義的に状態を言い表わす動詞とばかり共用される

ことはないようである．

例えば, IchmuBtenuntaglichetwazwanzigKilometerweiter

fahren. (H.W.S.339)のように，行動が反復ないしは繰り返して起され

るのを表現する際に使用される規定語もある．既述のように,,Gγ""""ge"

では「反復」と称している47． ユング， ドゥーデンの文法，その他では様

態の規定語の下位分類として扱われている．

この一方でユングでははっきりと記述される原因の規定語あるいは理由

の規定語については, ,,Gγ""dgjjgF"では副詞規定Ⅲの項目で補足的に説明

はされるものの， 「原因の規定語」という表現そのものは見当たらぬよう

である48.

ま と め

残り物の集まりの資格しか与えられなかった語群が文法範晴の中で一人

前の資格を得るためには，シンタクスの分野でそれ相当の努力が必要であ

った．

それにはまず確立される概念の整理に始まる，副詞規定は以前はまた記

述語(Angabe)と呼称され，エンゲル(UlrichEngel)では「動詞と緩

やかにつながっているもの｣49と表現する．とはいうもののこれではまだ不

明瞭なままであると言われたのである． そして， これに対立する概念で

ある「補足語」 (,,Erganzungenl()との区別化が重要な課題であった． こ

れをめぐっては，ヴァイスゲルバー，グレーベ(PaulGrebe),グリンツ

(HansGlinz)たちの名， さらには先に出てきたテニエールも見落すこと
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はできない．特にテニエールによって—不十分ながらも一「共演成分」

(,,actants‘‘)と「状況語」 ("circonstants“)という個別化が提唱されたり，

ヘルビヒによっては「除去テスト」が試みられたりもしたのである．

これらはテニエールやグレーベの1959年に始まってヘルビヒの1969年に

至る十年間ほどの諸学者の自彊のたまものであろう．そしてまたエンゲル

の1970年， 1977年の研究成果をも忘れてはいるまい50• 

エンゲルは記述語を補足語との対立概念としてはとらえるものの，その

記述語について，

「差し当たっては『動詞』という品詞に残らず依存するとされる」51

と言っている．

さてユングの文法書は 1966年に，ヘルビヒープッシャのは 1977年に

（いずれも初版）， ドゥーデンの文法の第 3版は 1973年，アカデミー出版

の，，Grund磁ge“ は1980年（初版）に版権を獲得している．

したがってユングと最も新しい，，Grund迎ge‘‘ における副詞規定に対す

る態度に今までは見てきたように，時代の隔たりも手助けとなって，相違

が見られるのは至極当然かもしれない，ただこの現象が進歩かどうかが分

かるのは後の世のことである．確かに，，Grundzuge"が最も新しく， それ

だけに今日までに公開された多数の情報に基づくことができるという有利

な立場にあった．ヴァレンツ理論を他になく論述の根幹に配したのには，

それなりの価値があるようだ．しかし細分化の余り，群盲象をなでるにも

似た現象に陥らぬとも限らない．

筆者としては，副詞規定という上位概念で一つにまとめようとする限

り，その意味内容の多様性は宿命ではないかと判断される．ならばそれ

で，体系的な整理がなされれば十分としなくてはなるまい．このことはと

りわけ意味論の面では言えよう．ただ駒を並べ変えただけでは，印象の変

化しか読み取れないのである．
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文中では「へルビヒーブッシャ」と略称される．

vgl.Gγ""虎囎e,S、 375.

Vg1. 1bid.,S. 374.

Vg1., 1bid.,S. 385f.

Vgl.Helbig-Buscha,a.a.O.,Vgl.S、 312, auchGγ""虎"gg,S. 378.

Gγ""吹惣9,S. 387.

V91. 1bid.,S. 378f、 387.

vgl.D"〃",Gγα"､"､α"た,S. 484.

V91.Helbig-Buscha,a・a.0．,S、490.

Gγ""〃99,Vg1.S. 387.

1bid.,S、 378.

1bid.,S、 125.

２
３

４
５
６
７

8

9

０
１
２
３

１
１
１
１

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

－69－

』



27 Vgl. Helbig-Buscha, a. a. 0., 490. 

28 Vgl. Jung, a. a. 0., S. 63. 

29 Grundzuge, S. 388. 

30 Vgl. Jung, a. a. 0., S. 68, 71. 

31 V gl. Grundzuge, S. 388. 

32 V gl. Helbig-Buscha, a. a. 0., S. 464. 

33 V gl. Ibid., 441f. 

34 引用文中の gebは原典通り． gebeではない．

35 Erben, a. a. 0. S. 178. 

36 V gl. Grundzuge, S. 689. 

37 Vgl. Ibid., 380. 

38 V gl. Ibid., 689. 

39 Vgl. Jung, a. a. 0., 68f. 

40 V gl. Duden, Grammatik, 538f. 

41 Vgl. Helbig-Buscha, a. a. 0., S. 285f. 

42 Vgl. Duden, Grammatik, S. 321, 575. 

43 Grundzuge, S. 407 f. 

44 Vgl. Helbig-Buscha, a. a. 0., S. 122. 

45 この問題に本格的にここで取り組めば，今回のテーマの範囲内では，納まりきら

ぬことが予想されるので，次回に解決されるべき課題としたい．その一端に触れ

おくに止める．

46 Erben, a. a. 0., S. 70. 

47 Vgl. Grundzuge, S. 419 f. 

48 特に， Ibid.,S. 425 ff. 

49 Ulrich Engel, Die deutschen Satzbaup!iine, In: Wirkendes Wort, 1970. 20. 

Jahrgang, S. 370. 

50 Engel, Syntax der deutschen Gegenwartssprache, Berlin, 1977. 

51 Engel, Satzbaup!iine, S. 375. 

- 70 -



Über die Probleme von den 

Adverbialbestimmungen 

Kenji Sogo 

Will man etwas äußern, macht man es meistens mit Hilfe der 

eigentlichen Sprache. Eine Sprache hat zahllose Wörter ; doch 

haben wir sie nicht immer zur Verfügung. Nur Wörterbücher 

wissen vielleicht, wie viele Wörter es in einer Sprache gibt. Der 

Satz besteht aus diesen Wörtern, und sie werden traditionell nach 

Wortarten klassifiziert. Schon früh hat die Sprachwissenschaft 

bzw. Germanistik im Rahmen der Grammatikgeschichte diese 

Klassifizierung problematisiert. Aristoteles z. B. unterschied zwei 

Wortarten. Chr. Adelung nannte zehn Wortarten, und W. Admoni 

unterschied dreizehn Redeteile. Auch in den Schulgrammatiken 
werden normalerweise neun oder zehn unterschieden. Eine 

Wortgruppe im Satz, die als Adverbialbestimmung bezeichnet 

wird, kann zugleich - etwa als Substantiv, Adjektiv-fungieren, 

um im einzelnen inhaltlich zu differenzieren, sei es temporal, 

lokal, instrumental. In der deutschen Grammatikforschung schei
nen uns diese Adverbialbestimmungen stiefmütterlich behandelt. 

Sie werden sogar als Restklasse beschrieben, ferner als Satzglied, 

das weder Subjekt, Objekt noch Prädikativ ist, sondern ein Ad

verbial (=Adverbialbestimmung), und jeder Grammatiker kommt 

an den Adverbialbestimmungen vorbei. 

Bis jetzt sind schon viele Grammatiken erschienen. Man 
kann heute die primären Grammatiken, wie die von Walter Jung, 

Helbig-Buscha, Johannes Erben, ferner die „Grundzüge einer 
deutschen Grammatik" und den „Duden, Grammatik der deutschen 
Gegenwartssprache" nebeneinanderstellen. Nicht in allen Werken 
werden die sogennanten Adverbialbestimmungen mit denselben 
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Namen bezeichnet. Im Duden werden sie als Umstandsergänzun
gen und freie Umstandsangaben, bei Erben als Umstandsbestim
mungen behandelt. Im „linguistischen Wörterbuch" (Th. Lewan
dowski) kann man das Schlagwort „adverbiale Bestimmung" zwar 
finden, aber dort wird statt einer Erklärung ein Hinweis auf 
„Angabe", ,,Artangabe" und „Circonstant" und „fakultatives 
Satzglied" gegeben. 

Es ist vielleicht bedeutungsvoll, daß wir die Adverbialbestim
mungen in Hinsicht auf die Valenztheorie betrachten, wie beson
ders in den „Grundzügen". Dort werden sie nach drei Typen 
klassifiziert : Adverbialbestimmung als valenznotwendiges und als 
nichtvalenznotvendiges Satzglied, und als valenzunabhängiges 
oder valenzfreies Satzglied. Die „Grundzüge" erweitern ihre 
Erläuterungen auf diese Weise mit der Valenztheorie. 

Allerdings kann man dabei über die Ergebnisse der „Grund
züge" sagen, hier sei ein gewisser Gesichtspunkt zur Einordnung 
der Adverbialbestimmungen weiter ausgebaut; denn die Einord
nung beruht auf den bis heute veröffentlichten Ergebnissen der 
Grammatikforschung. Man muß hier die Tatsache beachten, daß 
die valenztheoretischen Erklärungen schon von anderen Gram
matikern erwähnt sind. Aber wir hören auch die Ansicht, die 
,,Grundzüge" seien nur eine Zusammenfassung von schon Be
schriebenen. 

Hier kann man den Blick auf einen Zusammenhang zwischen 
dem Tempus und den Temporalbestim:rnungen werfen. Nach 
Helbig-Buscha unterscheiden sich Aktzeit, Sprechzeit und Be
trachtzeit. Die erste „muß als referentieller Akt dem· entsprechen
den Verb in der Wirklichkeit zugeordnet werden". Die zweite 
ist die Sprechzeit, ,,in der der gegebene Satz tatsächlich vom 
Sprecher oder Schreiber geäußert wird." Die letzte ist „freilich 
nicht so objektiv wie Aktzeit und Sprechzeit meßbar, aber zur 
Erklärung einiger Tempusformen erforderlich." (Helbig-Buscha) 

Beim Fall des einfachen Satzes ist der Sachverhalt ganz klar. 
Z. B. steht in „Sie richtete sich auf und sah den Mann dasitzen" 
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die Aktzeit gleichzeitig mit der Betrachtzeit ; und hierauf folgt 
die Sprechzeit. 

(Fig. 1) 

Aktzeit 1 ===== Betrachtzeit 1 Sprechzeit 
(gleichzeitig) 

In „Sie hatte den nächsten Balkon betreten" steht die 
Sprechzeit gleichzeitig mit der Betrachtzeit, und vor diese rückt 
die ·Aktzeit. 

(Fig. 2) 

Aktzeit 2 Sprechzeit ===== Betrachtzeit 2 
(gleichzeitig) 

Wenn die beiden Sätze mit einer Konjunktion „als" verbunden 

wurden, haben wir: ,,Als sie den nächsten Balkon betreten hatte, 
richtete sie sich auf und sah den Mann dasitzen." Vielleicht 
dabei figuriert das „Zeit"-Verhältnis wie folgt: 

(Fig. 3) 

Aktzeit 1 Aktzeit 2 ===== Betrachtzeit 1 u. 2 Sprechzeit 
(gleichzeitig) 

Hier kann man den Satz auf einen einfachen Satz mit einer 
Temporalbestimmung reduzieren : Bei ihrem Betreten des nächsten 
Balkons richtete sie sich auf und sah den Mann dasitzen. 

Dann kann der Satz wie folgt figuriert werden : 

(Fig. 4) 

Aktzeit 3===== Betrachtzeit 3 
(gleichzeitig). 

Sprechzeit 

Bei diesen Sätzen ist der Täter anders als der Sprecher. Dieser 
betrachtet eine Handlung von jenem. Deshalb hängt die 
Betrachtzeit vom Sprecher ab, der seine Aussage bald im 
Präsens, bald im Perfekt u.s.w. darstellt. 

· Bei Fig. 3 erscheint die Sprechzeit nur einmal, die Aktzeit 
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jedoch zweimal. Weiter erhebt sich die Frage, wie zwei Be

trachtzeiten behandelt werden sollen. Die Betrachtzeit 1 läuft 
gleichzeitig mit der Aktzeit 1, während die Betrachtzeit 2 gleich
zeitig mit der Sprechzeit der Fig. 2 läuft. Aber bei Fig. 4 ist es 
vielleicht besser, wenn die Betrachtzeit 3 als die Zusammenfassung 
von der Betrachtzeit 1 und 2 mit der Aktzeit 3 als die von der 
Aktzeit 1 und 2 gle_ichzeitig angesehen wird, weil beide Aktzeiten 
in einer zeitlichen Reihe liegen müssen. Daraus ergibt sich eine 
Reduzierung auf deneinfachen Satz im Präteritum. Dabei wird 
es einsichtig, daß eine Temporalbestimmung u. U. die Rolle einer 
Tempusangabe im Satz spielen kann. Es tritt selbstverständlich 
hinzu, daß die Alternativität von einem Satz oder eine Adverbi
albestimmung vom sprachlich psychischen Zustand des Sprechers 
abhängt. 
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